
幹  事  連  絡                     

         平成２７年１月１４日 

                                         午 後 １ 時 零 分 

     

 
 
 
 
 
 

広 報 

 

１月１８日は「１１８番の日」 ～海の「もしも」は１１８番～ 
 

 海上保安庁では、緊急用電話番号「１１８番」の重要性をより多くの方々に理解してい

ただくため、１月１８日を「１１８番の日」としております。 

清水海上保安部では、「１１８番」の認知度を高め、海難発生時等における速報を図る

とともに、間違い電話等の減少を図るため、下記のとおり周知活動を実施します。 

 取材を希望される社は、平成２７年１月１６日（金）午後１時までに清水海上保安部管 

理課 電話０５４－３５３－１１１８まで連絡願います。 

 

 

記 

１ 周知活動 

（１）実施日 

平成２７年１月１８日（日） 

（２）実施時間・場所 

①時間 午前９時５０分から午前１０時１０分 

場所 静岡鉄道 新清水駅改札前 

  ②時間 午前１０時４０分から午前１１時００分 

場所 静岡鉄道 新静岡駅改札前 

（３）実施内容 

海上保安庁マスコットキャラクター「うみまる」とともに「１１８番」のＰＲキャ

ンペーンを実施 

（４）その他の周知活動 

   平成２７年１月１日から平成２７年２月２８日までの間、静岡鉄道において「１１ 

８番の日」周知用ステッカーを貼付した車両を運行させております。 

   また、静岡鉄道 新静岡駅ホームに「１１８番の日」周知用ポスターを掲示してお 

ります。 

 

２ １１８番通報時のお願い 

（１）１１８番は、次のような場合に通報してください。 

①船の事故、海での人身事故等に遭遇又は目撃した。 

②海上への油の排出などを見かけた。 

③不審な船を見かけた。 

④密輸、密航、密漁等の犯罪を見かけた、又は、その情報を得た。 等々。 

清 水 海 上 保 安 部            

（問合せ先） 

    管理課長 牧 野 康 成  

      電 話：０５４－３５３－１１１８ 

   ＦＡＸ：０５４－３５３－７１１８ 



（２）以上の場合において、いつ・どこで・なにがあった等を簡潔に落ち着いて通報して

ください。 

（３）１１８番通報は、一般加入電話・公衆電話・携帯電話・船舶電話等から利用できま

す。 

 

３ 参考 

（１）「１１８番の日」の制定 

「１１８番」は平成１２年５月１日から運用が開始されましたが、より一層の周知

を図るため、運用開始から１１年目の平成２３年に、毎年１月１８日を「１１８番

の日」と制定しました。 

 

（２）第三管区海上保安本部への「１１８番」通報件数 

  平成２６年 平成２５年 

 有効通報件数 

 （船舶海難・人身事故等） 
７７８ （０．４％） ８９２ （０．３％） 

 間違い・即断等 ２１２，２３９ （９９．６％） ２６５，３５９ （９９．７％） 

 合計 ２１３，０１７ ２６６，２５１ 

 

（３）清水海上保安部管内での「１１８番」通報実績 

  平成２６年 平成２５年 

清水管内 

 海難等発生件数 
６１ ６８ 

 うち「１１８番」通報件数 ２４ ２３ 

 


